
資料１－１
北海道公立大学法人札幌医科大学「中期計画」の概要について

１ 趣旨
（１）北海道から公立大学法人札幌医科大学に指示した中期目標に基づき、公立大学法人札幌医科大学が当該中期目標

を達成するための中期計画を作成し、評価委員会の意見を聴取の上、北海道が認可するもの。（地独法第26条）
（２）第３期中期計画期間は、中期目標と同じ平成31年度（2019年度）から平成36年度（2024年度）の６年間

２ 計画の構成
第３期中期計画 第２期中期計画

第１ 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織 第１ 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織
第２ 大学の教育研究等の質の向上 第２ 大学の教育研究等の質の向上
第３ 業務運営の改善及び効率化 第３ 業務運営の改善及び効率化
第４ 財務内容の改善 第４ 財務内容の改善
第５ 自己点検・評価及び情報の提供 第５ 自己点検・評価及び情報の提供
第６ その他業務運営 第６ その他業務運営
第７ 指標・数値目標
第８ 予算、収支計画及び資金計画 第７ 予算、収支計画及び資金計画
第９ 短期借入金の限度額 第８ 短期借入金の限度額
第10 出資等に係る不要財産等がある場合の当該財産の処分に関する計画

第11 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
第12 剰余金の使途 第10 剰余金の使途
第13 その他 第11 その他

３ 第３期中期計画の特色
○内容の充実への取組
・具体の取組内容を記載
・取組の進捗・達成状況を分かりやすくするため、指標・数値目標を大幅増 16項目→110項目

○分かりやすい計画への取組
・道民等に対し内容を分かりやすいものとするために、専門用語の説明を充実 17項目→ 45項目

４ 中期目標に対応した「中期計画」の主な内容
第３期中期目標 第３期中期計画 左記に対応した指標・数値目標

（主な充実強化・新たな取組内容） （左記に対応するための主な取り組み等）

◆ 研究基盤の強化と研究の高度化
・研究機能や支援体制等の充実 ・再生医療等の基礎医学研究の幅広い臨床応用 ・再生医療や免疫学等の臨床応用
・ゲノム医療など新しいがん対策等 に向けた橋渡し研究の推進 に向けた治験の実施

・ゲノム医療や再生医療等、道民ニーズの高い ・がん研究コース（ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽを
研究について、学部等の枠を超えた研究活動 含む。）受入数：540人以上
を活性化等 など

◆ 地域医療への貢献
・地域への医師派遣の拡充等 ・地域の公的医療機関等への医師派遣のほか、 ・公的医療機関への医師の派遣

特別枠医師等の地域勤務等における積極的な 件数：1,350件以上
キャリア支援等 （平成36年度） など

◆ 社会への貢献
・健康寿命の延伸への貢献 ・健康寿命延伸に貢献するため、公開講座の開 ・主催する公開講座、セミナー等
・治療と仕事の両立支援の充実等 催、生涯学習の機会の提供等 の開催：年平均60回以上

・治療と就労の両立支援に向け、関係機関と連 ・がんに関する相談件数
携した相談体制の充実等 ：年1,290回以上 など

◆ 国際交流や国際貢献
・国際的医療などへの貢献等 ・国際的医療等の発展に貢献するため、国内外 ・外国企業が参加する展示会への

で高評価の研究等への重点的取組等 出展：年１回以上
・再生医療や免疫学等の臨床応用
に向けた治験の実施

◆ 施設整備効果の有効活用
・新たな施設等を活用した高度・先 ・施設整備構想等に基づく施設整備の効果を最 ・手術支援ロボット手術件数
端医療などの提供機能の充実等 大限活用し、教育・研究・病院機能の一層の ：244件（平成36年度）

高度化や充実強化等 ・がん診療患者数
：年53,700人以上 など

◆ 道民に信頼される大学運営
・法人のコンプライアンス強化等 ・災害発生時の危機対応や化学物資等の適正な ・リスクマネジメント研修の実施

使用、リスクの未然防止、大学運営のコンプ ：年１回以上
ライアンス徹底のため、教職員等に対する各 ・コンプライアンス及び研究倫理
種研修等を実施等 教育研修会受講対象者の受講率

：100％ など
◆ その他教育研究等の質の向上
・学生の教育環境の改善・充実等 ・質の高い保健師の育成に向けた保健師養成課 ・保健師養成課程の見直しの反映

程の見直し ：平成32年度
・社会情勢の変化に的確に対応するため、IR 部 ・新たな医療人育成に係る組織体
門等を備えた新たな組織体制の構築等 制の構築：平成31年度

５ 今後のスケジュール
平成３１年２月２０日 北海道地方独立行政法人評価委員会：中期計画に係る意見聴取

３月下旬 中期計画認可（道）


